
毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

（
第
九
〇
七
七
号
）

目

次

（

印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

第 85 号

平成 15 年

10月28日（火曜日）

一

告
　
　
示

○
保
安
林
の
指
定
の
解
除
予
定
の
通
知
（
二
件
）

（
み
ど
り
整
備
課
）

一

○
漁
業
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
に
つ
い
て
の
同
意
の
成
立
　
　
　
　
　
（
水
　
産
　
課
）

○
昭
和
六
十
三
年
香
川
県
告
示
第
七
百
二
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
漁
業
共
済

加
入
区
の
設
定
）
の
一
部
改
正
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

二

○
道
路
の
供
用
開
始
（
二
件
）

（
道
路
保
全
課
）

○
道
路
の
位
置
指
定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
建
　
築
　
課
）

三

公
　
　
告

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
（
経
営
支
援
課
）

○
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定
（
二
件
）

（
土
地
改
良
課
）

四

○
土
地
改
良
事
業
の
認
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出
（
二
件
）

（

〃
　
　
）

○
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

〃
　
　
）

六

●
香
川
県
告
示
第
六
百
六
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

三
豊
郡
山
本
町
大
字
河
内
字
弥
助
谷
二
四
一
八
の
一
・
二
四
一
八
の
四
六
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次

の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
解
除
の
理
由
　
土
地
改
良
事
業
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
整
備
課
及
び
山
本
町
産
業
振

興
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
六
百
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
保
安

林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
旨
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
解
除
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

小
豆
郡
内
海
町
福
田
字
近
谷
乙
四
三
六
の
二
・
乙
四
三
六
の
六
か
ら
乙
四
三
六
の
八
ま
で
・
乙
四
三

七
の
二
・
乙
四
三
七
の
四
・
乙
四
三
七
の
五
・
乙
四
三
八
の
五
・
乙
四
三
八
の
八
・
乙
四
六
一
の
二
（

以
上
一
〇
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。
）
、
乙
四
三
五
の
二
、
乙
四
三
六
の
五
、
乙
四

六
一
の
四
、
乙
四
六
一
の
五
、
乙
四
六
一
の
九
か
ら
乙
四
六
一
の
一
一
ま
で

二
　
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的
　
土
砂
の
流
出
の
防
備

三
　
解
除
の
理
由
　
道
路
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
香
川
県
環
境
森
林
部
み
ど
り
整
備
課
及
び
内
海
町
建
設
農

林
水
産
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

●
香
川
県
告
示
第
六
百
八
号

漁
業
災
害
補
償
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
）
第
百
二
十
五
条
の
六
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
区
域
内
特
定
養
殖
業
者
の
共
済
契
約
の

締
結
の
申
込
み
に
つ
い
て
の
同
意
成
立
の
届
出
は
、
同
法
第
百
二
十
五
条
の
六
第
一
項
に
規
定
す
る
要
件

に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
。

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
１
　
発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

告

示



小
豆
郡
土
庄
町
甲
二
四
番
地
一
二
六
　
　
　
　
　
馬
場
　
明

小
豆
郡
土
庄
町
甲
二
四
番
地
一
二
一
　
　
　
　
　
東
村
　
裕
次

小
豆
郡
土
庄
町
甲
二
六
四
五
番
地
一
〇
　
　
　
　
田
中
　
隆
和

２
　
同
意
を
得
た
加
入
区
の
名
称
及
び
漁
業
区
分

土
庄
王
子
前
・
柳
東
部
加
入
区

の
り
等
養
殖
業

二
１
　
発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

小
豆
郡
土
庄
町
甲
三
一
一
番
地
二
　
　
　
　
　
　
堀
川
　
雅
俊

小
豆
郡
土
庄
町
甲
二
七
三
番
地
三
　
　
　
　
　
　
堀
川
　
定
雄

小
豆
郡
土
庄
町
甲
二
六
五
番
地
三
　
　
　
　
　
　
堀
川
　
満
宏

２
　
同
意
を
得
た
加
入
区
の
名
称
及
び
漁
業
区
分

土
庄
東
元
浜
・
洲
鼻
加
入
区

の
り
等
養
殖
業

三
１
　
発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

小
豆
郡
池
田
町
大
字
蒲
生
甲
一
九
一
二
番
地
一
　
柴
田
　
伊
佐
生

小
豆
郡
池
田
町
大
字
二
面
四
一
八
番
地
一
　
　
　
三
浦
　
輝
彦

２
　
同
意
を
得
た
加
入
区
の
名
称
及
び
漁
業
区
分

池
田
加
入
区

の
り
等
養
殖
業

●
香
川
県
告
示
第
六
百
九
号

詫
間
漁
業
協
同
組
合
に
つ
い
て
、
漁
業
災
害
補
償
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
百
九
十
三
号
）

第
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
加
入
区
を
存
続
さ
せ
る
こ
と
と
し
、
昭
和
六
十
三
年
香
川
県

告
示
第
七
百
二
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
漁
業
共
済
加
入
区
の
設
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
し
、
平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

の
り
等
養
殖
業
（
の
り
養
殖
）
の
表
中
「
詫
間
漁
業
協
同
組
合
」
を
「
旧
詫
間
漁
業
協
同
組
合
」
に
、

「
箱
浦
漁
業
協
同
組
合
」
を
「
旧
箱
浦
漁
業
協
同
組
合
」
に
改
め
る
。

香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

（
第
九
〇
七
七
号
）

二

●
香
川
県
告
示
第
六
百
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
同
年

十
一
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
丸
亀
詫
間
豊
浜
線
（
二
十
一
号
）

三
　
道
路
の
区
域

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

●
香
川
県
告
示
第
六
百
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
同
年

十
一
月
十
八
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道
（
主
要
地
方
道
）

二
　
路
　
線
　
名
　
丸
亀
詫
間
豊
浜
線
（
二
十
一
号
）

三
　
道
路
の
区
域

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
見
立
二
三
四
七
番
一
地

先
か
ら

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
見
立
二
一
九
九
番
地
先

ま
で

区
　
　
　
　
　
　
　
間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

六
・
〇

〜
二
八
・
〇

五
〇
〇

延
　
　
　
長

（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
十
四
年

香
川
県
告
示

第
三
百
八
十

号
で
変
更
し

た
区
域

備
　
考



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

（
第
九
〇
七
七
号
）

三

四
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

●
香
川
県
告
示
第
六
百
十
二
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
道

路
の
位
置
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
指
　
定
　
番
　
号
　
坂
土
指
道
　
第
七
号

二
　
指
定
年
月
日
　
平
成
十
五
年
十
月
十
五
日

三
　
指
定
道
路
の
位
置
　
綾
歌
郡
国
分
寺
町
新
名
字
松
原
池
一
二
三
三
―
一
、
一
二
四
五
―
一
、
一
二
四

五
―
六
及
び
一
二
四
六
―
一

四
　
指
定
道
路
の
幅
員
と
そ
の
延
長
　
幅
員
　
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

延
長
　
六
六
・
二
九
メ
ー
ト
ル

関
係
の
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
建
築
課
及
び
香
川
県
坂
出
土
木
事
務
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
六
百
二
十
四
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
五
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
届
出
の
概
要

１
　
届
出
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

サ
ン
コ
ー
株
式
会
社

高
松
市
朝
日
町
二
丁
目
二
番
三
四
号

２
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
パ
ル
サ
ン
コ
ー
牟
礼
店

木
田
郡
牟
礼
町
大
字
牟
礼
字
下
窪
九
八
八
番
の
一
ほ
か

３
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

駐
輪
場
の
位
置

変
更
前
　
店
舗
建
物
出
入
口
の
前
（
別
図
の
と
お
り
）

変
更
後
　
外
売
場
用
レ
ジ
ス
タ
ー
の
横
（
別
図
の
と
お
り
）

な
お
、
「
別
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
三
の
１
の
場
所
に
お
い
て
三
の
２
の
期
間
縦
覧
に

供
す
る
。

４
　
変
更
年
月
日

平
成
十
六
年
一
月
十
六
日

二
　
届
出
年
月
日

平
成
十
五
年
十
月
十
五
日

三
　
届
出
書
及
び
添
付
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
縦
覧
期
間

１
　
縦
覧
場
所

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課

仲
多
度
郡
多
度
津
町
大
字
見
立
字
唐
戸
二
一
九
九

番
地
先
か
ら

三
豊
郡
詫
間
町
大
字
松
崎
字
北
浦
一
七
七
二
番
七

四
地
先
ま
で

区
　
　
　
　
　
　
　
間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
二
・
六

〜
五
五
・
七

二
、
二
〇
〇

延
　
　
　
長

（
メ
ー
ト
ル
）

平
成
七
年
香

川
県
告
示
第

七
十
九
号
で

変
更
し
た
区

域
の
一
部
及

び
平
成
八
年

香
川
県
告
示

第
百
七
十
九

号
で
変
更
し

た
区
域
の
一

部
及
び
平
成

十
四
年
香
川

県
告
示
第
三

百
八
号
で
変

更
し
た
区
域

の
一
部

備
　
考

公

告



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

（
第
九
〇
七
七
号
）

四

牟
礼
町
建
設
経
済
課

２
　
縦
覧
期
間

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日
（
火
曜
日
）
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
一
日
（
月
曜
日
）
ま
で

四
　
意
見
書
の
提
出

法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周

辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
次
の
項
目

を
記
載
し
た
書
面
を
本
日
か
ら
四
月
以
内
（
平
成
十
六
年
三
月
一
日
（
月
曜
日
）
ま
で
）
に
次
の
提
出

先
に
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
、
提
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
そ
の
概
要
を
公
告
す
る
と
と
も
に
、
香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支

援
課
及
び
牟
礼
町
建
設
経
済
課
に
お
い
て
当
該
公
告
の
日
か
ら
一
月
間
縦
覧
に
供
す
る
。

１
　
記
載
す
べ
き
項
目

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
代
表
者
の
氏
名

事
業
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及
び
沿
革

意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

意
見
の
内
容

２
　
提
出
先

郵
便
番
号
七
六
〇
―
八
五
七
〇

高
松
市
番
町
四
丁
目
一
番
一
〇
号

香
川
県
商
工
労
働
部
経
営
支
援
課
商
業
・
金
融
グ
ル
ー
プ

●
香
川
県
公
告
第
六
百
二
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
豊
郡
財
田
町
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地

改
良
事
業
（
た
め
池
整
備
事
業
）
八
重
池
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
十
月
十
六
日
適
当

と
決
定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
財
田
町
事
業
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
十
一
月
五
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
六
百
二
十
六
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
豊
郡
財
田
町
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
単
独
県
費
補
助
土
地

改
良
事
業
（
水
路
整
備
事
業
）
荒
戸
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
十
月
十
五
日
適
当
と
決

定
し
た
。

そ
の
関
係
書
類
を
財
田
町
事
業
課
に
お
い
て
平
成
十
五
年
十
一
月
五
日
か
ら
同
月
二
十
五
日
ま
で
縦
覧

に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
六
百
二
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
豊
郡
山
本
町
土
地
改
良
区
が
土
地
改
良
事
業
（
非
補
助
土
地
改
良
事

業
（
区
画
整
理
事
業
）
白
谷
地
区
）
を
行
う
こ
と
に
つ
い
て
平
成
十
五
年
十
月
十
六
日
認
可
し
た
。

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

●
香
川
県
公
告
第
六
百
二
十
八
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
木
田
郡

二
股
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
退
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
小
林
　
　
寛
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
井
戸
四
二
〇
八
番
地
　
　
　
　
　
　
平
成
一
五
、
九
、
三

〃
　
　
　
矢
野
　
文
士
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
鹿
庭
二
〇
〇
二
番
地
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
渡
辺
　
康
司
　
さ
ぬ
き
市
昭
和
一
三
七
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
森
山
　
正
憲
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
井
戸
一
一
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
香
西
　
則
夫
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
一
七
五
番
地
　
　
　
　
　
　
〃



香
　
　
川
　
　
県
　
　
報
　
　
　
　
平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

（
第
九
〇
七
七
号
）

五

〃
　
　
　
佐
藤
　
信
男
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
八
〇
一
番
地
二
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
中
村
　
正
康
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
八
四
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
古
市
　
嘉
忠
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
六
五
二
番
地
一
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
寺
尾
　
和
義
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
二
二
五
六
番
地
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
神
保
　
正
弘
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
四
一
五
一
番
地
四
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
坂
本
三
千
男
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
二
五
九
一
番
地
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
長
田
　
徳
雄
　
さ
ぬ
き
市
昭
和
二
六
六
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
國
方
　
氏
平
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
鹿
庭
二
三
八
番
地
一
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
成

等
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
五
六
五
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　

鍋
　
安
弘
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
三
九
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
阿
野
　
　
武
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
井
戸
五
七
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
渡
辺
　
文
男
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
六
一
四
番
地
一
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
十
川
　
秋
義
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
下
高
岡
六
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
丸
山
　

〃
　
　
〃
　
　
大
字
鹿
庭
二
〇
二
二
番
地
二
　
　
　
　
　
〃

二
　
就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
就
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
森
山
　
正
憲
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
井
戸
一
一
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
五
、
九
、
四

〃
　
　
　
香
西
　
則
夫
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
一
七
五
番
地
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
佐
藤
　
信
男
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
八
〇
一
番
地
二
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
渡
辺

市
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
二
一
一
番
地
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
古
市
　
嘉
忠
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
六
五
二
番
地
一
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
渡
辺
　
文
男
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
六
一
四
番
地
一
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
藤
本
　
　
茂
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
二
八
六
三
番
地
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
佐
藤
　
紀
之
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
二
〇
〇
四
番
地
二
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
小
林
　
　
寛
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
四
二
〇
八
番
地
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
神
保
　
正
弘
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
四
一
五
一
番
地
四
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
坂
本
三
千
男
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
二
五
九
一
番
地
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
十
川
　
秋
義
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
下
高
岡
六
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
矢
野
　
文
士
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
鹿
庭
二
〇
〇
二
番
地
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
鎌
倉
　
謙
次
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
六
二
三
番
地
一
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　

鍋
　
安
弘
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
三
九
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
川
田
　
　
修
　
〃
　
　
〃
　
　
〃
　
　
　
二
四
一
番
地
三
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
阿
野
　
　
武
　
〃
　
　
〃
　
　
大
字
井
戸
五
七
八
番
地
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
渡
辺
　
康
司
　
さ
ぬ
き
市
昭
和
一
三
七
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
長
田
　
徳
雄
　
〃
　
　
　
〃
　
二
六
六
四
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
三
笠
　
　
始
　
木
田
郡
三
木
町
大
字
鹿
庭
五
五
七
番
地
一
　
　
　
　
　
　
〃

●
香
川
県
公
告
第
六
百
二
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市

屋
島
東
町
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
及
び
就
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

一
　
退
任
し
た
役
員

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
退
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
木
村
　
　
昇
　
高
松
市
屋
島
東
町
一
一
七
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
三
、
六
、
二
四

〃
　
　
　
山
田
　
定
弘
　
〃
　
　
〃
　
　
　
五
九
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
木
村
　
正
俊
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
四
二
一
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
磯
淵
　
良
男
　
〃
　
　
〃
　
　
　
八
八
三
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
明
石
　
和
久
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
五
八
一
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
高
橋
　
義
定
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
六
二
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
松
本
　
正
樹
　
〃
　
　
〃
　
　
　
四
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
藤
岡
　
保
夫
　
〃
　
　
〃
　
　
　
二
九
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
藤
岡
　
恒
雄
　
〃
　
　
〃
　
　
　
四
九
一
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
藤
岡
　
稔
雅
　
〃
　
　
〃
　
　
　
二
七
四
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
小
河
　
正
則
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
五
三
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃
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六

〃
　
　
　
加
木
元
　
正
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
二
一
三
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

二
　
就
任
し
た
役
員

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
就
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事
　
木
村
　
　
昇
　
高
松
市
屋
島
東
町
一
一
七
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
三
、
六
、
二
五

〃
　
　
　
山
田
　
定
弘
　
〃
　
　
〃
　
　
　
五
九
六
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
木
村
　
正
俊
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
四
二
一
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
明
石
　
和
久
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
五
八
一
番
地
一
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
谷
本
　
知
弘
　
〃
　
　
〃
　
　
　
六
三
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
藤
岡
　
保
夫
　
〃
　
　
〃
　
　
　
二
九
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
藤
岡
　
一
夫
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
九
九
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　

橋
　
義
定
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
六
二
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

監
　
事
　
藤
岡
　
恒
雄
　
〃
　
　
〃
　
　
　
四
九
一
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
小
河
　
正
則
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
五
三
〇
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
藤
岡
　
稔
雅
　
〃
　
　
〃
　
　
　
二
七
四
番
地
二
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

〃
　
　
　
木
村
　
啓
三
　
〃
　
　
〃
　
　
　
一
一
九
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
〃

●
香
川
県
公
告
第
六
百
三
十
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
松
市

屋
島
東
町
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
の
退
任
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
月
二
十
八
日

香
川
県
知
事
　
　
真
　
　
鍋
　
　
武
　
　
紀

役
員
の

氏
　
　
　
名
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
退
任
年
月
日

種
　
類

理
　
事

橋
　
義
定
　
高
松
市
屋
島
東
町
一
六
二
一
番
地
　
　
　
　
　
　
　
　
　
平
成
一
五
、
一
、
五


